
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

令和 5年 2月 1日 

学校法人新潟工科大学 

 

 本法人の職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境

をつくることにより、その能力を十分に発揮できるようにするため、次世代育成支援

対策推進法に基づき、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和 5年 2月 1日から令和 7年 1月 31日までの 2年間 

 

２．計画内容 

 

【目標１】 育休取得予定者に「育休復帰支援プラン」を策定し、円滑な育休取得・

職場復帰をサポートする 

 

＜対策＞ 

・ 教職員に対し、「育休復帰支援プラン」や両立支援制度、育児休業給付、休業中の

社会保険料免除などについて周知する 

・ 育休取得予定者に「育休復帰支援プラン」を案内する 

 

 

 

【目標２】 ワーク・ライフ・バランスの推進を図る 

 

＜対策＞ 

・ 男女共同参画推進の一環として、女性職員への研修機会の積極的な提供や固定的

な性別役割分担意識の是正のための情報提供を学内掲示等により行う。 

 

 

 

【目標３】 育児・介護休業における柔軟な体制の整備 

 

＜対策＞ 

・ 育児・介護休業について、より柔軟な勤務ができるように、休業制度の実施体制

の検討及び整備を行う。 

 

 


